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人材派遣業務契約書

甲方：                                         （以下甲と略称）

乙方：中日流促進機構（以下乙と略称）

『中華人民共和国契約法』、『中華人民共和国労働法』、中国政府の関連法律､法規に基づき、平等互恵の原則のもとで、甲乙双方は人材派遣のことにつき、協議を経て本契約書を締結する。

第1条 定義と解釈

他の規定を除いて　本契約書には使う言葉は以下の意味とする。

一、 “派遣社員”とは　本契約書に従って乙方より派遣された社員であること。

二、 “派遣費用”とは甲方が毎月乙方に支払う“派遣社員”の費用であること。

（1） 派遣社員の給与：人件費、福利手当て、残業手当（個人所得税込み）；

（2） 派遣社員の保険料：甲方が政府規定に基づく支払うべき社会保険（年金保険、医療保険、労災保険、失業保険、住宅基金など）；

（3） 派遣管理サービス費：派遣社員の管理、経営コスト及び負担する企業営業税など。

四、本契約書に関する費用は全部人民元建てにする。

第二条    総　　則

一、乙方は甲方の要求により　人材派遣の形式でサービスを提供する。

二、派遣社員の労働人事権、賃金､保険は乙方に属し、乙方は　採用手続き（暫住証の取り扱いなど）に対して責任を負う。

三、乙方に派遣された社員は　甲方管理者の仕事手配と指示に服従しなければならない。

四、甲方は派遣社員に対し職場教育、仕事手配、成績考課、監督などを実施、同時に毎月本契約書に記載された標準通り　乙方に派遣費用を支払うこと。
五、甲乙双方は合作期間内　法律､法規に違反してはいけない。

第三条  派遣社員の教育と管理
一、派遣期間内、派遣社員は下記の状況が出現するとしたら、甲方は随時派遣社員をチェンジすることを乙方に提出できる：

    1、業務技能あるいは健康状態が甲方の要求に達せず現職に合わない場合；

2、甲方の管理制度、労働規律に違反する場合；

3、厳しく甲方の会社利益あるいは会社イメージを損害する場合；

4、法律､法規に違反する場合。

二、甲方は派遣社員数を増減する場合、少なくとも一か月前に乙方に書面で通告すること。

三、派遣中に、甲方は派遣社員の仕事内容を変更する時、乙方と協議するとか書面で通告するべき。

四、甲方は派遣社員に業務指導、交流の責任を負うとともに甲方社員を監督して共同発展を図るため　派遣社員に協力させること。

五、乙方は派遣社員の能力アップとか職業発展プランを指導する。

第四条  甲方の義務と権力
一、甲方義務：

1、甲方は派遣社員に　中国関連法律に規定された職場と労働条件を提供するべき。

2、派遣社員は一日8時間労働とし、週に40時間労働とし、特別の場合　『労働法』に従って適当に残業を手配し、その上残業手当を支払うべき。
3、派遣社員は政府の定めた祝祭日及び有給休暇権があり、特別の場合　甲方は『労働法』に従って適当に残業を手配し、その上残業手当を支払うべき。
4、甲方は規定の第九条により派遣社員の勤務考課及び休暇を管理、コントロールしなければならない。

5、派遣社員は試用期が終了後　合法の医者証明に基づく医療休暇は一年に累計で30日間を越えない場合、甲方は派遣社員に正常的な給料を支払うべき、手当てなどの福利待遇は派遣社員の実際出勤に従って支払う。

6、甲方は病気とか非公傷で医療中の派遣社員をチェンジしてはいけない（試用期に採用条件に合わないとか、厳しく労働紀律に違反するとか、刑事責任を追及される場合は除く）。

7、甲方は派遣社員が本契約有効期間内において政府の法令を守ることを教育し、合法的な仕事証明書の取り扱いを監督する。
8、甲方は自社の安全賞罰規則により派遣社員に対して賞罰し、事故をもたらすものに処理する意見を乙方に提出して　乙方は処理する。人身事故の場合　甲方は乙方に協力して調査、処理する。
9、甲方は取引の関係で事務所を移転する場合、15日間前に乙方に通知すべき。

二、甲方の権力：

    1、甲方は自ら派遣社員を選定する権力があり、そして　証明資料をチェックして採用手続きをする。

2、試用期は三ヶ月以内とする。甲方は試用期間内に　要求に合わないものの試用を中止する権力があり、ただし試用期の派遣費用を支払うべき。

3、甲方は派遣社員を解雇する権力がある。特別の場合、甲乙双方は意見が一致できない時，甲方は乙方と締結された契約書を中止する要求権力があり、但し30日前に書面で乙方と派遣社員に通知するべき、（乙方は通知を受け取って五つの勤務日内に書面で回答するべき）、解約すると　双方の合作関係を中止する。甲方は同時に下記の通り派遣社員に『経済補償金』を支払う。

· 採用は一ヶ月未満の場合　経済補償金は支払わない。
· 試用期が終わって半年未満の場合　半月相当する給料を経済補償金として支払う。

· 満半年、一年未満の場合　一ヶ月相当する給料を経済補償金として支払う。
4、派遣社員は厳しく法律、法規、甲方管理制度に違反して解雇される場合（甲方の管理制度は派遣社員と乙方に対してオーペンであること）、甲方は経済補償金は支払わない。但し派遣社員を解雇する前に　速やかに書面で乙方に通知するべき。

5、派遣社員は試用期間内に解雇され、或いは試用期が終わって自ら辞める場合　甲方は経済補償金は支払わない。

6、甲方は　乙方が本契約書に違反する行為に対して書面で意見を出す権力があり、乙方は通知を受け取って十日間の勤務日内に書面で回答するべき。

三、甲方の職責：

1、                                                                          ；

    2、                                                                          ；

3、                                                                          ；

    4、                                                                          。

第五条    乙方の義務と権力
一、乙方の義務：

1. 乙方は甲方の採用条件と要求に応じて　真実な人選資料を提供する。甲方に任用された方に合法的な採用手続きを取り扱う。

2. 派遣社員を教育し国家関連法律を守らせること。

3. 派遣社員を教育し　甲方の管理制度を守らせて安全意識を強化し、勤務中甲方の安全管理、監督、考課に服従し職場の安全作業規則を身に付けて甲方の企業機密を守る事。

4. 派遣社員が人身事故の生じる場合調査､処理、報告し、労災保険規定によって　被害者の経済補償を保障すること。

5. 政府の関連規定によって派遣社員に給料を支払い、個人の代わりに所得税を支払い、社会保険及び福利としての費用を支払うこと。

6. 関連規定によって　条件の満足する派遣社員に技術レベルを評定すること。

7. 甲方の意見を聞き　絶えずに仕事を改善すること。

1. 二、乙方の権力：

2. 特別の場合、甲乙双方は意見が一致できない時，乙方は派遣社員を呼び戻すとか甲方と締結された契約書を中止する要求権力があり、但し30日前に書面で甲方と派遣社員に通知するべき、（甲方は通知を受け取って五つの勤務日内に書面で回答するべき）、解約すると　双方の合作関係を中止する。乙方は同時に下記の通り甲方に『経済補償金』を支払う。

· 採用は一ヶ月未満の場合　経済補償金は支払わない。

· 試用期が終わって半年未満の場合　半月相当する給料を経済補償金として支払う。

· 満半年、一年未満の場合　一ヶ月相当する給料を経済補償金として支払う。

2、　甲方が本契約書規定に違反するとか派遣社員の合理的な利益を損害する場合、乙方は書面で意見を出す権力がある。甲方は通知を受け取って十日間の勤務日内に書面で回答するべき。乙方は本契約書によって派遣費用を請求する権力がある。
    3、　派遣社員は甲方の規則に違反する作業を拒否する権力がある。規則に違反する作業によって派遣社員を損害する場合、乙方は甲方に責任を負わさせ　賠償を請求する権力があること。
第六条 費用と請求

一、本契約書によって甲方が乙方に支払う派遣費用は以下三つの部分から構成される。

1、 派遣社員の給与：人件費、福利手当て、残業手当（個人所得税込み）。

2、 派遣社員の保険料：甲方が政府規定に基づく支払うべき社会保険（商業保険込み）。

3、 派遣管理サービス費。
2、 請求方式：

1、 派遣費用の支払い：甲乙双方は      毎月25日           前に先月の費用を確認し、　
甲方は三つの出勤日内に乙方の口座に振り込み、乙方は  每月5日 前に先月の給料を派遣社員の口座に振り込み。
2、 その他約束：                                                                     

三、甲乙双方に指定された担当者が派遣社員の職場に就いた時間また離れた時間を確認し　サインする。派遣社員が勤務時間は一ヶ月未満の場合　派遣費用は実際出勤日数で計算する。

四、派遣社員の最低給料はシンセン市政府毎年公布された本年度最低給料レベルより低くしてはいけない。調整される場合　新しいレベルに応じて調整するべき。
五、派遣社員の第一ヶ月及び最後の月の出勤日数は一ヶ月未満の場合、当月の派遣費用の計算方式は：派遣費用/21×実際出勤日数。
六、残業手当の計算と支払い：
1、残業手当の計算：
    ——出勤日残業手当=月給/21日/8時間×実際残業時間×150%

    ——休日残業手当=月給/21日/8時間×実際残業時間×200%

    ——法定祝祭日残業手当=月給/21日/8時間×実際残業時間×300%

     （注：月給とは契約書に決められた毎月派遣社員に支払う給料である。
2、残業手当の支払い方式：
  甲方は派遣社員の実際残業時間により、残業手当は翌月の月給と一緒にしはらうこと。
第7条 派遣社員の福利
一、保険

乙方は甲乙双方の契約に基づいて派遣社員に社会保険を取り扱い、シンセン市政府の関連規定された標準によって執行すること。保険料は毎年政府に公布された前年度の賃金アップ係数に参照して調整する。
· 年金保険：実際給料の13-14%付保する（シンセン戸籍　：会社は9％負担、個人は5％負担、暫住者：会社は8％負担、個人は5％負担）

□ 労災保険：実際給料の0.5%付保する（会社負担）；

· 医療保険：総合医療保険は実際給料の8.5%付保する（会社は6.5%負担，個人は2%負担、暫住者：会社は際給料の1％負担、生育保険：実際給料の0.5％負担。

· 失業保険：会社は　前年度シンセン市従業員の平均賃金の0.4%付保する。；

□ 住宅公基金（選びでき）：実際給料の13%。
7、 休暇　(必てから)
1、 自己都合欠勤休暇：甲方に批准されて　休暇可。甲方で連続勤務が1～5年までの場合毎年五日間の有給休暇がとれる、連続勤務が5～10年までの場合毎年七日間の有給休暇がとれる。
2、 派遣社員が甲方での勤務は一年未満または契約書に規定された有給休暇日数を超える場合相当の給料を引き去る。引き去る額の計算： 基本給料/21日×休暇日数           。 

3、 病欠：区クラス病院の病欠証明を必要とし、また相当の給料を引き去る。引き去る額の計算：  基本給料/21日×40％×休暇日数            。

4、 生産休暇：生産前15日間、生産後75日間、合計90日間；晩育とか難産とか手術を受ける場合15日間追加する。

5、 法定休暇：政府の規定通り。

6、 婚葬休暇：三日間（往復時間を含まず、葬儀は肉親関係のみならず）；国家規定に属する晩婚の場合休暇を十日間追加すること。

第八条  違約責任

1、 甲方は本契約書の第六条第一点と第五点に規定された清算時間通り乙方と清算すること。遅れたら　違約とする：
1、 一日間遅れる場合、甲方は支払う派遣費の1％　違約金として乙方に支払う。
2、  15日間　遅れる場合甲方は支払う派遣費の200％　違約金として乙方に支払う。
3、   30日間遅れる場合甲方は支払う派遣費の200％　違約金として乙方に支払う。

2、 乙方は本契約書の第六条第一項に規定された清算時間通り派遣社員に給料を支払わない場合
1、 一日間遅れる場合、乙方は支払う派遣費の1％　違約金として甲方に支払う。
2、 15日間　遅れる場合　乙方は支払う派遣費の200％　違約金として甲方に支払う。
三、若し乙方が提供されたサービスは甲方に要求されたサービス標準に達しない場合、甲方は契約書を中止する権力がある。但し一ヶ月前に書面で乙方に通告し、乙方は通告を受け取って15の勤務日内に甲方に清算リストを提供する上　一ヶ月内にすべての費用を清算して上げる。
          第九 条  その他
一、本契約書に定めない事項について甲乙双方にて協議の上解決する。

二、本契約書を実行するうちに　政府が新法律､法規を公布する場合、新法法規を参照して本契約書を修訂するまたは終止する。

三、本契約書に言及された派遣費用、派遣社員、派遣時間及び費用請求方式は附属文書に説明する（詳細は派遣社員名簿と費用リストを参照する）。この附属文書は本契約書の一部分として　同じ法律約束力があること。

四、本契約書がサインされた日より発効とし、有効期間は       年   　月     日まで。

五本契約書は一式二通で、双方はそれぞれ一通を保有し調印して発効とする。。

甲方（調印）                                     乙方（調印）

代表者（サイン）：                                      代表者（サイン）：

調印日：             年      月        日              調印地：深圳
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